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1.1ASCの 組 織 改 革

国 際 会 計 基 準 審 議 会(lnternationalAccountingStandardsBoard:IASB)

は,会 計 基 準 の 国 際 的 な収 敏 を推 進 す る 国際 的 な プ ライ ベ ー ト ・セ ク ター で あ

る。IASBは1973年 以 降 会 計 基 準 の 国 際 的 調 和 化 を推 進 して きた 旧 来 の組 織

す な わ ち 国 際 会 計 基 準 委 員 会(lnternationalAccountingStandards

CommitteeFoundation:IASC)を 改 組 して誕 生 し,2001年 の4月 よ り活 動 を

開始 した 。

周 知 の よう に,旧 来 の組織 で あ るIASCの 活 動 実 績 はIASBへ の改 組 が 図

られ る まで に41も の 国 際 会 計 基 準(lnternationalAccountingStandards:IAS)

を設 定 ・公 表 した こ とに体 現 され る1)。 しか しなが ら,IASCの 活動 は次 の 点
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にお いて限定 的な ものであ った。

①IASCの 財政的基盤 は国際 的な機 関 として は脆 弱 な もの であ り,各 国の代

表 はパ ー トタイムで議事 に参加 し給与の支払 いを受 けていなかった。

②IASの 設定 は基本 的にIASCが 独 自に行 ってお り,IASCの 人材 だけで は

急速 に進展 す る経済 的取 引へ の対応 や新 たな会計 問題へ の対応 な どに困難

を きた した。

③2000年5月 に証 券 監 督者 国 際機 構(lnternationalOrganizationof

SecuritiesCommissionsandSimilarAgencies:10SCO)がIASの 正式

な支持 を決議 した に もかか わ らず2),IASの 設定 プロセス には各 国の基

準設定主体 との連携 が充分 に考慮 されて いなか った。

こう した事 情 を背景 として,旧 来のIASCはIASBと い う新 たな組織 に改

組 された。IASBは イギ リスの ロ ン ドンに本拠 を置 き,そ の設立 にあたって は

各 国の中央銀行,主 要 な会計事務所,金 融機 関お よび産業界 か ら活動 資金 が拠

出 された3)。 また会計基 準の設定 にあ たって はジ ョイ ン ト ・プ ロジェク ト ・ア

プ ローチ が採 用 され,各 国の基 準 設定 機 関 との連 携 が 強化 され た。 そ して,

IASBの 目的 は定 款 によ り次の ように規定 されてい る4)。

①公共 の利益 のため に,高 品質で,理 解 可能 かつ実行可能 な単 一の国際的会

計基準 を設定す るこ と。 当該基準の求め る ところは,財 務諸 表お よびその

他 の財務報告 による情報が高品質で,透 明かつ比較可能 な ものであ り,世

界 の資本市場参加 お よびその他の利用者が経済 的意思決 定 を行 う際 に役 立

て られ るこ とで ある。

② 国際的会 計基準 の利用 と厳 格 な適用 を促進す る こと。

③ 質 の 高 い解 決 策 を もって,各 国の 会 計基 準 と国際 的会 計 基 準 との収敏

(convergence)を 成 し遂 げ るこ と。

上記 の 目的 に鑑 み るに,IASBの 活動 は国際的会計基準 を設定す る ことに と

どま らない。IASBの 目的は さ らに各 国の会 計基準 と国際的会計基準 との収敏

にまで言及 され てお り,そ れ こそが まさにIASBの 特 質 として指摘 す る こ と

が で きる。 それ は また会 計基準 の国際 的な調和 化(harmonization)を 目的 と
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した旧来のIASCと は一一線 を画す ものであ る。 よって旧来 のIASCか らIASB

へ の改組 の意義 は,突 き詰めれ ば,会 計基準 の国際的な調和化 か ら国際的 な収

敏へ の図式 と して現 れ るこ とになる。

ll.IASBの 組 織 構 造

旧来 のIASCは,13力 国の職業会計 士 団体 とそ の他 の利 害 関係 を もつ3つ

の団体 の代 表 によ り構 成 された理事会 を中心 とす る組織 で あ った。IASの 設

定 ・公 表 にあた って は,そ うした理事会 メ ンバ ーの4分 の3以 上の賛成が必要

とされ,IASの 設定 ・公表 を進 め る際 には少 なか らずIASの 内容が妥協 的 な

もの にな らざるをえなか った5)。 また,IASの 設 定 プロセス には各 国の基 準

設定主体 との連携 が充 分 に考慮 されて お らず,IAS公 表後 の各 国の反応 は必

ず しも良い もの とはいえなかった。 そ う した ことか ら,IASBへ の改組 にあ た

って は,次 の2点 が ポイ ン トとされた6)。

①各 国の利 害 に左 右 されない独立 した専 門家 による会計基準の設定 プロセス

の確 立。

②各 国の基 準設定主体 との連携 を前提 と した各 国会 計基準の収敏 の推進。

こ れ らの 点 を 考 慮 し て 編 成 さ れ た の が,国 際 会 計 基 準 委 員 会 財 団

(InternationalAccountingStandardsCommitteeFoundation:IASCF)を 上

部組織 とす るIASB体 制であ る。

図表1=IASBの 組織 図
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出 所:http:〃www.iasc.org.uklcmti,2003年9月
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1.国 際 会 計 基 準 委 員 会 財 団(IASCF)

IASCFは,会 計 基 準 の設 定 に は直 接 関与 しな い もの の,世 界 的 な 会計 基 準

の 設 定 機 関 と して高 い質 が 維 持 され る よ う組 織 全 体 を統 治 す る こ とを主 な役 割

とす る組 織 で あ る。IASCFは 任 期 を3年 とす る19名 の 評 議 委 員(Trustees)

か ら構 成 され,そ の 内訳 は定 款 に よ り北 米 か ら6名,ヨ ー ロ ッパ か ら6名,ア

ジ ア環 太 平 洋 地 域 か ら4名 お よび そ の他 の地 域 か ら3名 を選任 す る こ と とな っ

て い る7)。 ま た 評 議 委 員 はIASB,国 際 財 務 報 告 解 釈 指 針 委 員 会

(lnternationalFinancialReportingInterpretationsCommittee:IFRIC)お よ

び基 準 諮 問 会 議(StandardsAdvisoryCouncil:SAC)の メ ンバ ー を任 命 す る

こ と と と もに,組 織 の財 政 的 な基 盤 を 固 め るべ く充 分 な活 動 資 金 を手 当 て す る

こ とが 求 め られ て い る。 なお,現 在 のIASCFの 評 議 委 員 を示 せ ば,図 表2の

とお りで あ る。

図表2:IASCFの 評 議委員

NorthAmerica Europe Asia-Pacific Other

◎PA.Vblcker(USA) G.A.Ferrarini(Italy) T.Hashimoto(Japan) R.Andersen(SouthAfhca)

PA.Laskawy(USA) C.Herkstroter(Netherlands) K.珂ika(Japan) R.T.DaCosta(Brazil)

D.S.Ruder(USA) M.Kley(Ge㎜any) C.YK.Lee(HongKong)

J.H.Biggs(USA) S.S.Lipworth(UK) K.H.Spencer(Australia)

M.Knight(Intemational

Organizadon)

D.Weatherstone(USA) D.P.Valencieme(France)
(注)◎ はChai㎜[an

出 所lh虻p;〃www.iasc.org.uk〆cmt1,2003年9月L.Y.Fortier(Canada) J.Roder(Denmark)

2.国 際会 計基 準審議会(IASB)

IASBは,会 計基準 や公 開草案 な どの作 成 ・公表お よび解釈指針 の承認 を主

な役 割 とす る組織 であ る。IASBは 議長1名 と副議 長1名 とと もに,IASCF

の評議委員 に よ り任命 され た常 勤12名 と非常 勤2名 の計14名 の理 事(Board)

によって構 成 され る。IASCFの 評議委 員が それぞれの地域代 表 として選任 さ

れ るの に対 して,IASBの 理事 は定款 によ り,最 低 で も監査 人5名,財 務報告

作成者3名,財 務報告利用 者3名,学 者1名 お よびそ の他 の代表者2名 か ら構

成 される ことにな ってい る8)。

もっ ともIASBが 会 計基準 の国際 的な収敏 を推 進す るため には,各 国の会
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計基準設定主体 と常 に協調 関係 を結 んでお く必要が ある。 そ こで常勤理事12名

の うちの7名 は,主 要 国の会計基準 設定 主体 との リエ ゾ ン機能 を果 たす役割 を

担 う代 表で構 成 される。

リエ ゾ ンメ ンバ ーの役割 とは,各 国 の会計基準 の設定主体 と密 に連絡 を取 り,

IASBで の議論 を各 国 に報告す る とともに各 国の議論 をIASBに 報告す る こと

であ る。そのためIASBの 理事会 は年間11回 開催 され る。 なお,IASBが 現在

リエ ゾ ン関係 を もつの は ドイツ,フ ラ ンス,ア メ リカ,オ ース トラ リア(ニ ュ

ー ジー ラ ン ドを含 む)
,カ ナ ダ,イ ギ リスお よび 日本 である。

図表3=IASBの 理事

Auditor Preparer User Other Academic

◎D.Tweedie H'G.Bruns(German) A.T.Cope JJ.Leisendng(USA) M.E.Barth(PartTime)

G.Ge匡ard(French) T.Jones R.P.Gamet W.McGregor(Austraha

andNewZwa塁and)RO'Mally(Can裂da) H.Schmid G.Whittington(UK)

J.T.Smith(PartTime)
(注)◎ はChairmanで あ り,太 字 は リ エ ゾ ン 関 係 を もつ 国 の 代 表 で あ る 。

出 所:h賃p:〃www.iasc,org.uklcmV,2003年9月T.Yamada(Japan)

3.国 際財務 報告解釈 指針委員会(IFRIC)

IFRICは 国 際 財 務 報 告 基 準(lnternationalFinancialReporting

Standards:IFRS)の 解 釈指針案 の公表 と最終的 な解釈指針案 の起草 を主 な役

割 とす る組織 で あ る。 また旧来 のIASCの 組織 で は,そ の権 限 として,既 存

の会計基準 の解釈 指針 を作成 す るのみであ ったが,IFRICはIFRSに 特 定 の

規 定が存在 しな くとも,新 たな財務報告上 の問題 が生 じた場合 お よび従来 の解

釈指針 では不 充分であ った り矛盾 が生 じてい る場合 には,そ れ らの問題 を解 決

す るため に適正 な解釈 指針 を作 成す る ことが認 め られてい る。

IFRICの メ ンバ ー(任 期3年)は,IASCFの 評議委員 によ り任命 された投

票権 をもつ12名 の委 員 と投 票権 の ない議長1名 とか ら構成 され る。その他 に も

10SCOと 欧 州 委 員 会 の代 表 が オ ブ ザ ー バ ー と して 参加 して い る。 な お,

IFRICの 現在 の委員 を出身地域 別 に示せ ば,ア メ リカ3名,イ ギ リス2名,

日本1名,フ ラ ンス1名,イ タリア1名,香 港(中 国)1名,オ ース トラ リア
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1名,ア ル ゼ ンチ ン1名,オ ラ ン ダ1名 とい う構 成 に な って い る。

図表4:IFRICの 委 員

NorthAmerica Europe Asia.Pacific Other

P.Ameen(USA) C.D.Co飢o(Italy) J.Akiyama(Japan) D.Marchese(Argentina)

P.D.Walters(USA) J.Blanchet(France) C.YM.Kwok(HongKong)

M.Tokar(USA) K.wild(UK) W.Lonergan(Australia)

L.Wright(UK)

L.G.vanderThs(Netherlands)

(注)そ の 他,投 票 権 の な いChaimlanと し てK.Stevenson(IASB)が い る 。 ま た,公 式 の オ ブ ザ ー バ ー と して 証 券 監 督 者

国 際 機 構 と 欧 州 委 員 会 が い る 。

出 所:http:〃www.iasc.org.uklcmti,2003年9月

4.、 基準 諮 問会 議(SAC)

SACはIASBの 審 議事 項 や 活 動 内 容 あ る い はIASCFの 評議 委 員 に対 して,

様 々 な 観 点 か ら助 言 を行 う こ とを主 な役 割 とす る組 織 で あ る 。SACの メ ンバ

ー はIASCFの 評 議 委 員 に よ り任 命 され
,バ ック グ ラ ウ ン ドを異 に す る30名 以

上 の委 員 に よっ て構 成 され る こ とに な っ てい る9)。

現 在 の構 成 メ ンバ ー をみ る と,ア フ リカか ら2名,ア ジア(日 本 を除 く)か

ら8名,オ ー ス トラ リア(ニ ュー ジー ラ ン ドを含 む)か ら2名,中 央 東 ヨー ロ

ッパ か ら2名,ヨ ー ロ ッパ 連合 か ら13名,日 本 か ら2名,ラ テ ンア メ リカか ら

3名,中 東 か ら1名,ア メ リカ とカ ナ ダ か ら10名 お よび 国際 組 織 か ら6名 の計

49名 の代 表 か らな り,そ れ ぞ れ が 各 国の 会 計 基 準 設 定 機 関,監 査 人,ア ナ リス

ト,財 務 報 告 の作 成 者 な ど様 々で あ る。 なお,SACの 議 長 はIASBの 議 長 が

務 め る。

皿.lFRSの 設 定 プ ロ セ ス

IFRSの 設定 プロセスの詳細 につ いて は,IASBが 正 式 な形で承認 した もの

はない。ただ し主要 なプロセス として概略的 に想定 されてい るの は図表5に 示

す手続 きであ る。 なお,図 表5に は示 されてい ないが,IASBは 必要 に応 じて

特 定の プロジェク トに関す る公聴会や現地調査 な どを行 うこ とがあ る。 また各
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国 の基 準 設 定 主 体 に対 して詳 細 な調 査 とそ の他 の作 業 を依 頼 す る こ と も考 え ら

れ て い る。

1.IFRSの 設 定 プ ロ セ ス の概 要

図表511FRSの 設定プロセス

審議事項に正式に追加するい くつ

かのプロジェク トの見通 しを決定

「「

プロジェク トに沿ったSAC

ない し専門的諮問委員会を設置

SACな どか らの助言にもとづ き

▼

デ ィス カ ッシ ョン ・ドキュメ ン トの

作成 お よび公表

提 出 された コメ ン トをレビュー

「

公開草案の作成および公表

「

提 出 された コメ ン トをレビュー

IFRSの 作成および公表

IFRSの 設 定 プロセ スで は,ま ず,審 議事項 に正 式 に追加す る何 点かの プロ

ジェク トの見通 しを決定す る。 プロ ジェク トの初期 の段 階で は,当 該 プロジェ

ク トに生 じうる問題点の調査 と適切 な助言 を受 けるため にSACな い し諮 問委

員会 を開催す る。 そのSACな い し諮問委員会 はプロ ジェク トが完 了す るまで

存続 す る。

その後,IASBは 一連 の審議 を通 じて,特 定の プロ ジェク トに関す るデ ィス
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カ ッシ ョン ・ドキ ュ メ ン トを作 成 ・公 表 し,広 く一 般 か らの コメ ン トを聴 取 す

る。 この段 階 でIASBが デ ィス カ ッシ ョ ン ・ドキ ュ メ ン トを公 表 す る た め に

は,IASBメ ンバ ー の60%以 上 が 出席 す る会 議 で,過 半 数 の 賛 成 を得 る こ とが

必 要 と され るlo)。 またIASBに お け る会 議 は,SACお よ び財 務 報 告 基 準解 釈

指 針 委 員 会 と と もに,人 事 や個 人 の プ ラ イバ シー に 関す る議 案 で な い 限 り公 開

が 原則 とされ る。

デ ィス カ ッ シ ョ ン ・ドキ ュ メ ン トに寄 せ られ た コ メ ン トはIASBに お い て

レビ ュー され た後,再 び審 議 に か け られ,公 開草 案 が作 成 され る。 公 開草 案 の

公 表 に は,IASBメ ンバ ー の14分 の8以 上 の賛 成 が必 要 で あ る11)。 なお,解 釈

指 針 へ の コ メ ン トの募 集 期 間 は通 常60日 間 で あ る が,例 外 的 な場 合 を除 き公 開

草 案 に対 す る コメ ン トの募 集 期 間 は通 常90日 間 で あ る12)。

公 開草 案 に寄 せ られ た コメ ン トはIASBで レ ビュ ー一され,最 終 的 な審 議 を

経 た後IFRSと して 確 定 す る。IFRSと して確 定 され るに は,公 開 草 案 の場 合

と同様,IASBメ ンバ ー の14分 の8以 上 の 賛 成 が 求 め られ る。 また最 終 的 に確

定 され たIFRSに は,そ こ に至 る背 景 や 補 足 的 な説 明が 追加 され公 開 され る こ

とに な る。

2.各 国基準 設定主体 との連携

IASBへ の改組 の意義 は会計基準 の国際的調和化 か ら国際的 な収敏へ の図式

として現 れ る。 またIASBの 組 織構成 か らもわか る ように,14名 の理事 に よ

って構 成 され るIASBメ ンバ ーの うちの7名 は,主 要 国の基準 設定主体 との

リエ ゾ ン機 能 を果 たす役割 を担 う代表 とされ る。IASBは 各 国の基準 設定 主体

との連携 を極 めて重視 してお り,IFRSの 作成 に際 して もそれ をIASBが 独 自

に作成す る とい う より,各 国の基準設定主体 とパ ー トナー シップ を組 んで共 同

で行 うジ ョイ ン ト ・プロジェク ト ・アプ ローチ をi採用 してい る。IASBが ジ ョ

イ ン ト ・プ ロジェク ト ・アプローチ を採 用す る理 由には,主 に以下 の4点 が あ

る とされる13)。

①IASBは プライベー ト ・セ クター一であ り,IASBがIFRSを 設定 ・公表 し
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た として も,そ の採用 を各 国に強制す るこ とはで きない。 またIFRSの 採

用 にあ たっては,各 国の法律 や規制 を変更す る必要が生 じる可 能性 もあ る。

そ こでIFRSの 受入可能性 を向上 させ るため には,そ の策定段 階か ら各 国

の基準 設定 主体 との連携 が不可欠 となる。

②会計基準 の作 成 は可能 な限 り効率 的で低 コス トであ るこ とが望 まれ る。そ

れはIFRSの 作 成 に関 して も同様 であ り,各 国の基準 設定主体 との連携 を

図 ることでIFRSの 作 成 コス トをシェアーで きれば コス トの削減 につ なが

る。

③各 国あ るい は各 地域 には独 自の環境が あ り,そ れ に応 じた特殊 な事情があ

る。 しか しIASBが 独 自にIFRSを 作 成 していたので は,そ の ような特

殊事情 に気付 けない可 能性 もあ る。各 国の特殊事 情 を理解 す るため には,

各 国の基準 設定主体 との連携 を図 る必要が ある。

④ 旧来 のIASCが そ うで あ った ように,限 られた人材 だ けで は急 速 に進展

す る経済 的取 引へ の対応 や新 た な会計 問題へ の対 応 な どには限界 があ る。

また各 国の基準 設定主体 との連携 を図 るこ とで,特 定 の問題 に対 して高い

解決 能力 を もつ人材 の協 力 を得 るこ とが で きる。 そ う したチーム ワー ク効

果 は,IASBが 独 自にIFRSを 作 成す るよ りも効率 的で質 の高い基準 を生

み 出す ことを可 能にす る。

IASBが ジ ョイ ン ト ・プロジェク ト ・アプローチ に よるIFRSの 作成 を円滑

に進 めるためには,各 国の基準 設定主体 との連携 役 を務 める リエ ゾ ンメ ンバ ー

の役割が重要 にな る。 さ らにIASBが 期待す るのは,IFRSの 作成 プ ランと各

国の会計基準 の作成 プ ラ ンとを一致 させ るこ とであ り14),そ れぞれ におけ る重

大 な相違 の解決 とIFRSへ の収敏 を遅滞 な く進 め るこ とにある。

IV.現 行 プ ロ ジ ェ ク ト

IASBが 現在進 めてい るプ ロジェク トには,大 き く2つ の種類 の ものがあ る。

ひ とつ はIFRS相 互 間の差異 を縮小 す るな ど,既 存 のIFRSを 改善す るための
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プ ロジェ ク トで あ り,も うひ とつ はIASBが 強 い リー ダー シ ップ を発揮 し,

各 国の会計基準 とIFRSと の収敏 を積極 的 に推進 す るための プロジェク トであ

る。 こ こで は前者 を改善 プ ロジェ ク トと呼び,後 者 を収敏 プロジェク トと呼ぶ

こ とにす る。

1.改 善 プロジェク ト

改善 プロジェク トでは,既 存 のIFRSに 存在す る細 か な問題点が まとめて取

り扱 われ,IFRS相 互 間の 差 異 を縮 小 す る こ と な どが 主 な 目的 と され る 。

IASBは2005年 に ヨー ロ ッパ連合 とオース トラリアの上場企業 の連結 財務諸表

にIFRSの 適用が予定 されてい ることを重 くみてお り,そ れ に間に合 うよう改

善 プロジェク トの完了 を急 いでい る。

もっ と もIASBが 活動 を開始 してか ら今 日に至 るまで に,新 たに設 定 ・公

表 されたIFRSは ない。 したが って,IFRSの 改 善 プロジェク トは,厳 密 にい

えば,す でに公表 されてい るIAS相 互 間の差異 の縮小 な どが大 きなテーマ と

なってい る。IASBがIASを 改 善 プロジェ ク トの対象 とす るの は,IASBが

IASCを 改 組 して誕生 した組 織 で あ る とい う点 か ら,会 計 基 準 に関 して も

IASC当 時 に公表 されたIASを その ま ま引 き継 いでい ることによる。

IASBが2002年5月 の時点で公表 した改善 プ ロジェク トの対象 は,全 部で16

のIASで あ り,図 表6の 太 字 で示 され た ものが そ の対 象 で あ る。 た だ し,

IAS32とIAS39に つ いては金融 商品 に係 る他 の プロジェク トで取 り上 げ られ

る こ とか ら,そ の他 のIASと は切 り離 され て改善 が進 め られ る もの とされ

た15)。またIAS15に つ いて はその適用が任意 であ るこ とか ら廃止 を含 め て検

討 され る もの とされた。 なお,改 善プ ロジェク トでの検 討事 項 を具体 的に示せ

ば,以 下の6項 目になる16)。

① 選択肢 の削減

② 不整合 な点 の改善

③ ガイダ ンスの強化

④ デ ィス クロージ ャーの強化
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⑤基準書の構造改革(解 釈指針の基準書への組み入れなど)

⑥用語法の改善

図表6=公 表 された会計基準 と改善 プロジェク ト

OPreface

PrefacetoIntemationalFinacialReportingStandards

OStandards

IASI:PresentationofFinancialStatements

IAS2:Inventories

IAS7:CashiFlowStatements

IAS8:NetProfitorLossforthePeriod,FundamentalErrorsan〔lChangesinAccountingPolicies

IAS10:EventsaftertheBalanceSheetI)ate

IAS11=ConstructionContracts

IAS12:IncomTaxes

IASl4:SegmentReporting

IAS15:InformationReflectingtheEffectsofChangingPrices

IAS16:Property,PlantandEquipment

IAS17:正eases

IASl8;Revenue

IAS19:EmployeeBenefits

IAS20:AccountingforGovemmentGrantsExchangeRates

IAS21:TheEffectsofChangesinForeignExchangeRates

IAS22:BusinessCombination

IAS23:BorrowingCosts

IAS24:RelatedPartyDiscbsures

IAS26:AccountingandReportingbyR皇ti㎝entBenefitPlans

IAS27:ConsolidatedFinancialStatementsandAccountingfりrInvestmentsinSubsidiaries

IAS28:AcountingforInvestmentsinAssociates

IAS29:FinancialReportinginHyperin且ationaryEconomies

IAS30:DisclosuresintheFinancialStatementsofBanksandSimilarFinancialInstitutions

IAS31:FinancialReportingofInterestsinJointVentures

IAS32:FinancialInsturuments:DisclosureandPresentation

IAS33:EarningsPerShare

IAS34:InterinFinancialRepo]ting

IAS35:DiscountinuingOperations

IAS36:ImpairmentofAssets

IAS37:Provisions,ContingentLiabilitiesandContingentAssets
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1AS39:FinancialInstruments:RecognitionandMeasurment

IAS40:InvestmentProperty

IAS41:Agriculture

(注)太 字 は改 善 プロ ジ ェク トの対 象 とな ったIASで あ る。

2.収 敏 プロジェク ト

収敏 プロジェク トの 目的は,IASBが 強 い リーダー シップ を発揮 し,各 国の

会計基準 とIFRSと の収敏 を積 極的 に推進す ることにあ る。 この プロジェク ト

の詳細 に まで言 及す れ ば,IFRSを 初 めて適用 す る際 の指針 を作 成す るな ど,

各 国がIFRSの 適用 を容易 にす るためのプロ ジェ ク トも含 まれ るが,収 敏 プロ

ジェク トの狙 いは まず もってIASBの 理事会 を構 成す る リエ ゾ ン国 の会計 基

準 とIFRSと の収敏 を推進 す るこ とにあ る。

2001年7月 にIASBが 収敏 プロ ジェク トにおい て最初 に取 り組 むべ きテー

マ と して掲 げたのが,保 険契約会計,企 業結合,業 績報告 お よび株式報酬会 計

であ る。IASBは その活動 を開始 す るにあた って,SAC,各 国の基 準設定主体,

規 制当局お よびそ の他 の利害 関係者 との広 範囲 にわた る協議 を行 い,「 各 国会

計基準設定主体 がおおむね類似 の会計基準 を有 しているが,い くつ かの点で内

容 が異 なってい る基準 を取 り上 げ,そ の差異 の統合化 を図 ろ う とす る もの17)」

と して テーマの選定 を行 った。 これ らテーマ につい ては現 在 もIASBで 審議

されてお り,そ の経 過 も随時公表 されてい る。

IASBの タイムテー ブルに よれ ば,そ れぞれのテーマ に関す るIFRSの 公表

予定 は,保 険契約会計 と企 業結合 が2004年 第1四 半期(た だ し第1フ ェーズ と

して),株 式 報酬会計 が2003年 第4四 半期 お よび業績 報告 が2004年 第1四 半期

以 降 とされてい る18)。

ところで,上 記の収敏 プロジ ェク トとは別 に,2002年9月 以 降IASBが 積

極的 に推進 してい る短期 的な収敏 プ ロジェク トがあ る。 この短期的収敏 プロジ

ェ ク トは,IASBと アメ リカ財 務 会 計基 準 審議 会(FinancialAccounting

StandardsBoard;FASB)と が共 同で進 め る独 立 した プロジ ェク トであ り,
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両者 の会 計基準の互換性 を高 めるために,以 下 の4点 を優先 的 に推 進す るこ と

が合 意 されてい る19)。

①U.S.GAAPとIFRSと の差異 を短期 的に削減す る。

②2005年1月1日 時点で残 るU.S.GAAPとIFRSと の差異 は,個 別的 な重

要 プロジェク トとして相 互 に着手 し,同 時 に検討す る とい う方法で,将 来

の作業計 画 を調整 しなが ら削減 に努 める。

③現在進行 中の共 同プロジェク トを継続す る

④ それぞれの解釈 指針 設定組織 に対 して,そ れぞれの活動 について も調整す

るこ とを促 す。

これ らの合意 は,ア メ リカの コネチ カ ッ ト州 ノー ウオー クのFASB事 務所

においてな された ことか ら,し ば しばノーウ ォーク合意 と呼 ばれてい る。 ノー

ウォー ク合 意の趣 旨は,解 釈 指針 も含 めてIFRSとU。S,GAAPと を実質的 に

収敏 させ るこ とにあ る。つ ま り,U.S.GAAPに 準拠 した財務報告 はIFRSに 準

拠 した もの と同等 とみ なせ る とい うことである。

IASBの 立場か らす れば,一 国の資本市場 として世界第1の 規模 を誇 るアメ

リカ との会 計基準 の収敏 が進 めば,2005年 にIFRSの 採用 を予定 してい る ヨー

ロ ッパ連合 とオース トラ リアな どを含め,か な り広範 囲にわた る会計基準 の収

敏が進 む との考 えがあ る。 しか しなが ら,ノ ー ウォー ク合意 に基づ く収敏 プロ

ジェ ク トは,IFRSとU.S.GAAPと を実質的 な内容 において同等 にす るこ とを

その内容 としてお り,IFRSそ れ 自体 を採 用す る とい う内容 の もので はない。

したが って,IFRSとU.S.GAAPと の収敏が促進 された として も,そ れがすべ

ての会計処 理 におい てな され ない限 り,ア メ リカの資本市場 で資金調達活動 を

行 う企業 はIFRSに 準拠 した財 務報告 を もって して も,差 異 の生 じてい る部分

につ いて は追加 的 な情報 開示 が求め られ る可能性が ある とされ る20)。

V.会 計基準の収敏の推進 と課題

これ までみて きた よ うに,IASBは 各 国の基準設定主体 との連携 を強化 しな
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が ら,会 計基 準 の 国際 的 な収敏 に向 け て積 極 的 に取 り組 んで い る。 しか し,

IASBと 各 国の基準設定主体 との関係 を見 た とき,両 者 の問にはい くつ かの課

題が 内在 してい るよ うに思 われる。 その課題 の ひ とつ は,IASBの 目的 とす る

会計基準 の収敏(convergence)を 各 国の基準 設定主体が いか に解釈 す るのか

とい うことであ り,も うひ とつ は,会 計基 準の収敏が促進 される とき,各 国の

基準設定主体 はいか なる役割 を担 うのか とい うこ とである。

1.収 敏(convergence)の 解釈

会計基準 の収敏(convergence)を いか に解釈 す るのか とい うこ とは,各 国

の会計基 準設 定主体がIASBと いか なる連携 を図 るべ きか を決定す る上 で極

め て重要 なこ とであ る。 また収敏 の解釈 に よって,IASBの 活動が具体 的に規

定 され る ことに もな る。

こ うした重要事項 に もかかわ らず,IASBは 会計基準 の収敏 をいか に解釈す

べ きか につ いて言 明 していない。 それゆ え収敏 の有 り様 につ いて は さまざ まな

解釈 が成 り立つ のであるが,山 田 によれ ば,収 敏 の解釈 には大別 して次 の2つ

があ る とい う21)。

①IFRSを 各 国の会計基準 として一言一句違 わ ない ように受 け入れ る とい う

コ ンバ ージェ ンス

②IFRSと 各 国の会計基準 を趣 旨ない し実 質 におい て同 じ扱 い にす る とい う

コ ンバー ジェ ンス

リエ ゾ ンメ ンバ ー と してIASBの 理事 を務 め る山田 は② の解釈 を議論 の前

提 とす る。 しか し,他 のIASBの 理 事 の中 には① の解釈 を主張 す るメ ンバ ー

もい る とい う22)。

会計基準 の収 敏が会計基準 を国際 的に統一 す ることにあ る とすれ ば,も っ と

も理想 的 な方法 は,IASBが 設定 ・公表 したIFRSを 各 国の基準 設定 主体 がそ

の まま受 け入れ る とい うこ と,す なわち① の解釈 を前提 と して議 論が進め られ

ることにな ろう。それ に比較的近 い考 え方 を示 しているのが,ヨ ー ロ ッパ連合

とオース トラ リアであ る。一方,② の解釈 を前提 として議論 を進 めてい るのが
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アメ リカであ る。前述 した ように,ノ ーウ ォーク合意 に よる収敏 プロジェク ト

では,U.S.GAAPをIFRSと 趣 旨ない し実質 にお いて同 じ扱 い となるように作

業が進 め られてい る。

もっ とも,い ず れの解釈 か に議 論の前提 を絞 った として も,会 計基準 の収敏

に関す る方法論 や適用範 囲に まで言及す る と,問 題 は さらに複雑 にな るであろ

う。 た とえば,② の解釈 を前提 とす るアメ リカは,IASBと の問で個別 的に独

立 したプロ ジェク トを進 めてい る。短期 的 に会計基準の収敏 を達成す るため と

はい え,IASBの リエ ゾ ンメ ンバ ー で あ る以 上,ア メ リカ は単 にIFRSと

U.S.GAAPと の収敏 だけでな く,各 国の基準設定主体 との連携 の もとに収敏 を

進め る必要が ある。

そ して① の解 釈 を前提 に した と して も,そ こには国際的 な資本調達 を行 う企

業 に対 してのみIFRSの 適用 を義務付 け る場合 と,国 内企業 のすべ てに対 して

IFRSの 適用 を義務付 ける場 合 とが考 え られ る。 また視 点 を変 えれ ば,連 結財

務諸表 の作 成基準 としてのみIFRSの 適用 を義務付 ける場合 と,す べ ての財務

報告 の作 成基準 としてIFRSの 適用 を義務 図 け る場合 とが考 え られ るで あろ

う。事実,IFRSの 採 用 を予定 している ヨー ロ ッパ連合 とオース トラ リァで は,

IFRSの 適用範 囲は上場 企業 の連結財 務諸表 に限定 されている。

2.基 準設定主体の役割

IASBを 中心 とした会計基 準の 国際的 な収敏が進展 す る と,そ れ と異 なる会

計基準 を持 ち続 ける ことに よって生 じる損 失 は大 き くなる。 と くに企業 の国際

的 な資金調達活動や 国内の資本市場 の活性化 に及 ぼす影響 は大 きい。各 国の・基

準設定主体 は,そ うした こ とか ら必然的 にIASBと の連携 を強 め ざるを得 な

くなる。その場合,各 国の基準設定主体 には,少 な くとも次の2つ の役 割が求

め られ るこ とになろ う。

① 国内の会計 問題 のみな らず,IASBお よび諸外 国で議論 されてい る会計 問

題 を早急 に把握 し,IASBや 諸外 国に対 して 自国の立場 や見解 を理論 的に

説明す るこ と。
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② 国際的 な会計 問題 に適宜対応で きる組織 と会計基準 の設定 プ ロセス を確 立

し,必 要 な部分 に関 しては新 たな会計基準 の設定 ない し従 来の会 計基準 の

修正 を行 い,そ れ を国内の産業界 お よび企業 に理解 ・浸透 させ ること。

会 計基準 の国際的 な収敏 の進展 さらにはIFRSへ の統合 が進 む と,各 国の基

準 設 定主体 の地位 は後退 す る とい う懸念 が 示 され る こ とが あ る。 「2001年 の

IASBス ター ト後 に ヨー ロ ッパ連合が2005年 か らIFRSを 域 内の上場企業 の連

結財務諸 表 に強制適用 す るこ とを決定 した ことに伴 い,今 後,イ ギ リス,ド イ

ツお よび フ ラ ンスの会 計基準 設定機 関の相対 的 な地位 の後退 が懸 念 されて い

る23)。」 とい う指摘が それである。

しか し,そ うした懸念 とは逆 に,会 計基準 の収敏 の進展 は,各 国の基準設 定

主体 の地位 を高め る(厳 密 にい えば高 める必要が ある)と い う考 え方 もで きる

であろ う。 なぜ な ら,IASBは 各 国の基準設定主体 との連携 によってIFRSを

設定 ・公表 してい るのであ り,そ れぞ れの基準設定主体 の地位 の低下 は,そ の

ままIASBと い う組織 の質 を低 下 させ るこ とにつ なが るか らであ る。そ れは

また各 国の基準 設定主体 の地位が相互 に高 め られる ことに よって,IASBと い

う組織が よ り高い次元へ と進展 す る とい うこ とで もある。

周知 の ように,世 界各 国 にはそれぞれ社 会的 ・経済的 ・文化 的な歴 史 と特色

が あ り,そ の違 い を反 映 した特有 の ビジネスのや り方 や慣 習 な どが存在す る。

各 国の基準設定 主体 はそ うした国 々の代表 であ り,IASBの 中にあっては各 国

の特殊性 を理解す る唯一・の存在 であ る。だか らこそ会計基準 の収敏 を促進す る

ためには,各 国の基準 設定主体 は上述 した ような期待 される役割 を果 た さな く

てはな らないのである。 また,そ うした背景 を十分 に理解 した上 で会計基準 の

収敏 を進 めるのが,国 際組織 と しての真 のIASBの 姿 であ る。

(注)

1)IASBへ の 改 組 が な さ れ た 後 に公 表 さ れ る新 た な会 計 基 準 は,IASで は な く国 際 財

務 報 告 基 準(lntemationalFinancialReportingStandards:IFRS)と 呼 ば れ る こ と に な

っ て い る 。
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